
全国中央会における女性の経済活動促進の取組み 

 

平成２３年７月７日 

全国中小企業団体中央会 

 

１．男女共同参画に関する施策の普及・啓発 

 国等の男女共同参画、及び女性の経済活動の促進に関する施策の推進について、

文書及び全国中央会の機関誌等により、会員である都道府県中央会、全国組合等の

業界組織を通じ、中小企業への周知・協力要請を行っている。 

また、全国中央会のＷｅｂサイトのトップページに、関連のバナーを掲載してい

る。 Ｗｅｂサイト  

・「育ＭＥＮプロジェクト」（厚生労働省）   

・「中小企業のための一般事業主行動計画策定・認定取得マニュアル」  

・「子育て支援認定中小企業事例集」    等  

 

２．女性経営者の全国中央会役員、行政の政策審議会への登用 

 全国中央会の組織内においても、全国レディース中央会会長（※４．参照）が理

事として、活動方針や中小企業支援に関する事業など組織運営に関する重要事項の

計画・業務執行に携わっている。 

また、全国中央会が参画している国等の審議会においても、厚生労働省の中央最

低賃金審議会、労働政策審議会に、同レディース中央会の役員等から委員として登

用し、中小企業を代表する立場だけでなく、女性経営者の視点から政策への意見反

映を行っている。 

 

３．中央会全国大会決議に、女性経営者による活動等を一層促進する要望を明記 

平成２２年１１月１８日（木）、奈良県において第６２回中小企業団体全国大会

を開催し、全国から約２，０００人の中小企業団体の代表が集まり大会決議を採択

した。その決議の中で、中小企業対策の拡充の具体的な要望事項の一つとして、「～

青年経営者や女性経営者による新たな活動等が一層促進されるよう、施策の拡充・

強化をすること。」と明記し、後日、政府・関係省庁等に対し要望を行った。 

 

４．全国レディース中央会の活動 

全国レディース中央会は、各都道府県中央会の女性部（「レディース中央会」）や

中小企業組合の女性部の全国組織として、平成１９年に設立。 

平成２３年７月現在、２４府県のレディース中央会から構成されており、団体会

員及び個人会員を合わせて約３，６００名の女性が会員となっている。 

組合女性部の全国レベルでの交流と連携を実現するとともに、メンバーである女

性経営者の研鑽を進め、レディース中央会の充実と活性化を図る他、女性企業家の

支援や女性経営者による活動の和を拡大することにより、地域中小企業と組合の発



展を目指す活動を行っている。 

＜主な活動内容＞ 

①レディース中央会及び組合女性部の事業支援、連絡、情報収集・提供 

②レディース中央会及び組合女性部の設置の促進  

③調査・研究、講習会・交流会等の開催 

④男女共同参画の推進に関する行政庁等への建議、施策遂行への協力 等 

  

また、毎年、「レディース中央会全国フォーラム」を開催。昨年は、９月２８日に

東京のＡＮＡインターコンチネンタルホテルで開催。全国の女性経営者、組合女性

部関係者、レディース中央会の事務局など２５０名が参加して、評論家の大宅映子

氏による『今後の日本経済・社会と女性が担うべき役割』と題した基調講演と、３

テーマに分かれた分科会を実施し、参加者の研鑽・交流を深めた。 

 今年度は、１０月２０日にホテルニューオータニ大阪で同フォーラムの開催を予

定。 

 構成員である各都道府県のレディース中央会でも、独自に会員の知識習得、相互

交流のための企業視察や研修会を実施。 

  

（参考）中小企業組合士 

 中小企業組合（事業協同組合、企業組合、商工組合やこれらの組合の連合会）の

事務局で働いている役職員が職務を遂行する上で必要な知識に関する試験を行い、

試験合格者の中から一定の実務経験を持つ者に、中小企業組合士の称号が与えられ

る制度。 

 中小企業庁の後援の下、昭和５０年から毎年試験を実施しており、平成２３年６

月１日現在の認定登録者数は３，１７５名。 

そのうち女性の占める割合は、平均１５％。 

（当初１０年６％ → 直近１０年２３％， 最近年２８％）。 



 

                                     

中 小 企 業 団 体 中 央 会 の 概 要                            

 
 
 
 根拠法  中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号） 
       中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号） 
 
 設 立    昭和３１年４月１０日 
 
 組織・会員（平成２３年４月１日現在） 
 
                                                       

全国中小企業団体中央会 

（指導員３５人、職員７人） 
 
                      会 員 数       425 組合等 
                      全国を地区とする組合  167 組合 
                       全国連合会・団体など  211 連合会等 
                                            中小企業団体中央会     47 中央会 
                           
 

都道府県中小企業団体中央会（４７） 

（指導員８６２人、職員１４１人） 
   
 
                            会 員 数                  28,327 組合等 
                               事業協同組合               22,311 組合 
                                事業協同小組合                  4 組合 
                                信用協同組合                  110 組合 
                                火災共済協同組合              42 組合 
                                企業組合                    1,065 組合 
                                商工組合                    1,005 組合 
                                協業組合                      636 組合 
                                商店街振興組合               960 組合 
                                生活衛生同業組合              135 組合 
                                各組合の連合会               482 連合会 
                                 金融機関等商工業の団体      1,577 団体 
 
 
 
 

中    小    企    業    者 
（中央会加入組合の所属員数 約３００万人） 

 
 
 
    組織率 ７１．４％ 
 

 中央会加入組合所属員数 約３００万人   
 全国の中小企業者数   約４２０万人 

                                




